
JP 2017-149552 A 2017.8.31

10

(57)【要約】
【課題】
　ブレーキ開放運転において乗りかごの移動開始時の急
激な可速を防ぐ
【解決手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、乗りかごと、乗
りかごの移動を制動するブレーキ装置と、ブレーキ電源
と、乗りかごの移動速度を検出する移動速度検出手段と
、移動速度検出手段に応じてブレーキ電源が給電する電
流を制御するコントローラと、を備え、コントローラは
、乗りかごが停止している場合、所定の時間が経過する
毎にソレノイドコイルに給電する電流を所定値分ずつ増
加させる指令をブレーキ電源へ送信し、移動速度検出手
段によって乗りかごの速度変化が検出された場合、ソレ
ノイドコイルに給電する電流の増加を停止する指令をブ
レーキ電源へ送信するエレベーターを提供する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごと、一端が前記乗りかごに接続されるロープと、前記ロープの他端に接続され
るつり合い錘と、前記ロープが巻き掛けられたシーブと、給電される電流が増加すること
で制動力を弱めるソレノイドコイルを有し、前記シーブに制動力を加えることで前記乗り
かごの移動を制動するブレーキ装置と、前記ソレノイドコイルへ電流を給電するブレーキ
電源と、前記乗りかごの移動速度を検出する移動速度検出手段と、前記移動速度検出手段
に応じて前記ブレーキ電源が給電する電流を制御するコントローラと、を備え、
　前記コントローラは、前記乗りかごが停止している場合、所定の時間が経過する毎に前
記ソレノイドコイルに給電する電流を所定値分ずつ増加させる指令を前記ブレーキ電源へ
送信し、前記移動速度検出手段によって前記乗りかごの速度変化が検出された場合、前記
ソレノイドコイルに給電する電流の増加を停止する指令を前記ブレーキ電源へ送信するこ
とで、前記ブレーキ装置による制動力を発生させながら、前記乗りかごと前記つり合い錘
との重量のアンバランスによって前記乗りかごを移動させることを特徴とするエレベータ
ー。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記コントローラは、
　前記乗りかごが移動している場合、かつ、前記移動速度検出手段によって前記乗りかご
の速度が規定速度を超えたことが検出された場合、前記ソレノイドコイルに給電される電
流を時間に対して連続的に減少させる指令を前記ブレーキ電源へ送信し、前記乗りかごを
停止させることを特徴とするエレベーター。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記コントローラは、
　前記乗りかごが移動している場合、かつ、前記移動速度検出手段によって前記乗りかご
の速度が規定速度を超えたことが検出された場合、前記ソレノイドコイルに給電される電
流を時間に対して線形に減少させる指令を前記ブレーキ電源へ送信し、前記乗りかごを停
止させることを特徴とするエレベーター。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項において、
　前記所定の時間は、前記ソレノイドコイルに給電する電流を増加させる指令を前記コン
トローラが前記ブレーキ電源へ送信してから、前記ブレーキ装置の制動力の変化が止まる
までにかかる時間よりも長いことを特徴とするエレベーター。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか１項において、
前記コントローラは
機種ごとに必要な前記所定時間の情報が格納させる機種情報データベースを備え、
前記コントローラは前記機種情報データベースに記憶される情報に応じて前記所定時間を
決定することを特徴とするエレベーター。
【請求項６】
　請求項１または２において、
　前記移動速度検出手段はガバナに供えつけられたエンコーダであることを特徴とするエ
レベーター。
【請求項７】
　請求項１から３のいずれか１項において、
　前記コントローラは、
　前記乗りかごに乗客が乗っている状況で前記乗りかごが非常停止している場合、かつ、
救出運転信号が前記コントローラに入力された場合、前記移動速度検出手段の検出情報に
基づいて前記ソレノイドコイルに給電する電流を変化させる指令を前記ブレーキ電源へ送
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信することで、前記乗りかごを下車可能階まで移動させることを特徴とする、エレベータ
ー。
【請求項８】
　請求項６において、
　前記乗りかごの状況と運転状態を受信し、前記救出運転信号を前記コントローラへ発信
する外部端末から、前記コントローラは前記救出運転信号を受信することを特徴とするエ
レベーター。
【請求項９】
　乗りかごと、
　一端が前記乗りかごに接続されるロープと、
　前記ロープの他端に接続されるつり合い錘と、
　前記ロープが巻き掛けられたシーブと、
　給電される電流が増加することで制動力を弱めるソレノイドコイルを有し、前記シーブ
に制動力を加えることで前記乗りかごの移動を制動するブレーキ装置と、を備えるエレベ
ーターにおける救出運転制御方法であって、
　前記乗りかごが非常停止し、かつ、前記乗りかごに乗客が乗っている場合、所定の時間
が経過する毎に前記ソレノイドコイルに給電する電流を所定値分ずつ増加させ、
　前記乗りかごの速度変化が検出された場合、前記ソレノイドコイルに給電する電流の増
加を停止することで、前記ブレーキ装置による制動力を発生させながら、前記乗りかごと
前記つり合い錘との重量のアンバランスによって前記乗りかごを下車可能階まで移動させ
ることを特徴とする救出運転方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はエレベーターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のエレベーターは、電力変換器から電動機を回転させ、電動機と連結しているシー
ブを介して、ロープを上下方向へ移動させることで、ロープと接続されているかごの昇降
を可能としている。この電力変換器や電動機、電動機と接続したエンコーダ等、駆動シス
テムの一部が故障した場合、エレベーターは停止する。エレベーターのかごの停止した位
置が階と階の間であり、この時に乗客がかご内にいると閉じ込めが発生する。閉じ込めた
状態ではかごは動かないため、乗客の安全性は担保されるが、乗客は不快感を受けること
になる。
【０００３】
　このような駆動システムの故障により閉じ込められた乗客を救出するための方法として
は、一般的には保守作業員により行われる。特に、かご内の重量がつり合い重りとつり合
っていない場合には、ブレーキを手動で開放することにより、かごとつり合い重りとのア
ンバランスを利用して、最寄階までかごを移動させることで乗客を救出する。
【０００４】
　一方で、上記の方法は保守作業員の到着を待ってから行われるため、乗客の救出に待ち
時間が発生する。これを解決する方法として、特許文献１にブレーキの開放を自動で行う
専用の端末を利用することで、早期に救出する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／０１３８２１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　　特許文献１では、かごの移動を検知するまで始動時の電圧を線形に上昇させることが
示されているが、ブレーキに使用されるコイルの応答性が低い場合、ブレーキが開き始め
てかごが移動するときには、電圧指令がブレーキを十分に開くことのできる値に達してし
まうため、かごの急激な増速を発生させてしまう可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、乗りかごと、一端が乗りかごに接続されるロープ
と、ロープの他端に接続されるつり合い錘と、ロープが巻き掛けられたシーブと、給電さ
れる電流が増加することで制動力を弱めるソレノイドコイルを有し、シーブに制動力を加
えることで乗りかごの移動を制動するブレーキ装置とソレノイドコイルへ電流を給電する
ブレーキ電源と、乗りかごの移動速度を検出する移動速度検出手段と、移動速度検出手段
に応じてブレーキ電源が給電する電流を制御するコントローラと、を備え、コントローラ
は、乗りかごが停止している場合、所定の時間が経過する毎にソレノイドコイルに給電す
る電流を所定値分ずつ増加させる指令をブレーキ電源へ送信し、移動速度検出手段によっ
て乗りかごの速度変化が検出された場合、ソレノイドコイルに給電する電流の増加を停止
する指令をブレーキ電源へ送信することで、ブレーキ装置による制動力を発生させながら
、乗りかごとつり合い錘との重量のアンバランスによって乗りかごを移動させることを特
徴とするエレベーターを提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　ブレーキ開放運転において乗りかごの移動開始時の急激な可速を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明における一実施の形態を示す全体構成図。
【図２】一実施における安全コントローラの処理を示すブロック図。
【図３】一実施における動作の概要を示す図。
【図４】一実施における動作の概要を示す図。
【図５】一実施におけるフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、図面を参照して、一実施の形態について詳細を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明におけるエレベーターシステムを示す全体構成図である。エレベーター
のかご１０４の移動は、エレベーターコントローラ１００によって制御される。エレベー
ターコントローラ１００は、エレベーターの運行制御を行うエレベーター制御部２の他に
、制動力制御部２０を備えている。
【００１２】
　かご１０４は、建屋に形成された昇降路内を複数の階床間に渡って移動し、ロープを介
してつり合い重りと呼ばれるかご１０４とバランスを取るためのおもりに接続されている
。かご１０４には、乗り場側扉を係合して開閉する乗りかご側扉が設けられている。かご
１０４の移動は、電動機１０３によって綱車が駆動されることにより行われる。電動機１
０３には、電力変換器１０１によって駆動用の電力の供給が行われる。電力変換器１０１
は、エレベーターコントローラ１００のかご位置制御指令に従って電動機を制御するため
の電力を出力する。また、エンコーダなどのパルス発生器は電動機１０３に取り付けられ
ており、エレベーターコントローラ１００は電動機１０３の回転によって生じるパルスを
計数することにより、電動機１０３の速度、かご１０４の昇降路移動方向、位置、移動距
離などを計算する。エレベーターコントローラ１００が乗りかごを制動させたい場合は、
ブレーキ電源停止指令及び動力電源停止指令（図示せず）を出力する。これらの停止指令
を受けて、ブレーキ電源はブレーキ１０２の作動を、動力電源は電力変換器１０１への電
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源供給のカットを行い、かご１０４を制動させる。ブレーキ電源及び動力電源は、コンタ
クタと呼ばれる電磁接触器で構成される回路である。
【００１３】
　ブレーキ１０２は、シーブを摩擦摺動で制動させるためのブレーキパッド、ブレーキパ
ッドを引き上げてシーブとブレーキパッドのギャップを確保するためのソレノイドコイル
及び鉄芯（コア）で構成される。通常、ソレノイドコイルに電力が供給されると、電磁力
によりブレーキパッドが引き上げられ、シーブはブレーキパッドによる拘束がなくなり、
自由に回転できるようになる。ソレノイドコイルへの給電はブレーキ電源からのリレーを
介して行われる。また、ブレーキ１０２は、ブレーキ電流制御回路２１により、ソレノイ
ドコイルへ流れる電流（ブレーキ電流）を制御する回路により、制動力を変化させること
が可能な構成となっている。
【００１４】
　ブレーキ電流制御回路２１は、インバータ回路やチョッパ回路といった電流ないしは電
圧を制御する変換器、ブレーキ電流を検出するホールＣＴ、ブレーキ電流を制御するため
のコントローラで構成され、エレベーターコントローラ１００よりソレノイドコイルに流
れる電流の指令値（ブレーキ電流指令）を受けて、その指令値にブレーキ電流を制御する
。なお、本実施例では制動力を変化させるための一例として、ソレノイドコイルを用いた
電流に応じた制動力を変化させるブレーキ機構を例示したが、たとえば直動式のアクチュ
エータを用いることによる、距離に応じて制動力を変化させるブレーキや、回転機構を用
いることによる、回転角に応じて制動力を変化させるブレーキ（シューブレーキなど）で
もよい。総じて、ある指令に応じてブレーキの制動力を変化させるものであれば、ブレー
キの種類には依存しない。
【００１５】
　秤センサ４はかご内の乗客の人数を検出するのに使用する。通常運転中であれば、かご
とつり合い重りの重量差を補償するための必要トルクを計算するのに使用される。秤セン
サは、かご床面が金属である場合には、かご枠に設けられた近接センサなどでかご床面の
たわみ量から重量を推定する方式が用いられる。
【００１６】
　位置センサ５は、検出板６を検出することで、エレベーターが戸開可能な位置にいるか
どうかを検出する、ドアゾーンセンサである。
【００１７】
　安全コントローラ１は、エレベーターコントローラ１００とは独立してブレーキ電源及
び動力電源を遮断することでかご１０４を制動させる、安全システムを構成するコントロ
ーラである。安全コントローラ１は、処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を中心とした構成であり、他にＣＰＵの異常を検出するための
ウォッチドッグタイマや、電源異常を監視する回路を有する。またＣＰＵの処理異常を検
出するために、ＣＰＵを２重化することによる相互比較を行う構成を持つ場合もある。
【００１８】
　安全コントローラ１の入力は、かごの位置・速度・加速度を検出するための手段７や、
エレベーターの安全装置の作動を検出する手段、で構成される。かごの位置・速度・加速
度を検出するための手段７は、たとえばかごの位置に応じてパルスを出力するパルス発生
器であり、本実施例ではガバナにエンコーダを取り付けたものを図示している。これは、
他にガイドレールに直接的にローラーを押し付けて乗りかごの移動を検出するタイプや、
レールを磁化して検出するタイプなど、かごの絶対的または相対的な位置を検出できる手
段であればよい。エレベーターコントローラ１００から安全コントローラ１への出力８の
話がない。
【００１９】
　安全コントローラ１の出力は、ブレーキ電源遮断出力９と動力電源遮断出力１０、及び
安全コントローラ１で検出されるかご位置及び速度情報出力２３で構成される。ブレーキ
電源遮断出力９はブレーキ電源を遮断し、ブレーキ１０２を作動させるための出力である
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。また同様に、動力電源遮断出力１０は電力変換器１０１の電力源を遮断することで電動
機１０３を停止させるための出力である。いずれの出力も、かごを制動するために使用さ
れる。
【００２０】
　図２は制動力制御部２１のブロック図であり、本図を用いて概要について説明する。救
出運転開始処理部３０は、エレベーターコントローラ１００のエレベーター制御部２より
送信される救出運転開始指令を検出する処理部であり、救出運転開始指令で識別される救
出運転の開始または停止を、ブレーキ電流指令作成処理３２へ送信する。かご速度検出処
理部３１は、安全コントローラより入力されるかご位置及び速度情報出力２３を受けて、
現在の昇降路内における自号機のかご速度を検出し、その検出したかご速度を出力する。
ブレーキ電流指令処理部３２は、救出運転開始検出処理部３０から出力される救出運転開
始指令により、ブレーキ電流指令の作成を行い、作成したブレーキ電流指令をブレーキ電
流制御回路２１へ出力する。また、ブレーキ電流指令作成処理部３２は、かご速度検出処
理部３１より出力されるかご速度を元に、ブレーキ電流指令を変化させる。ブレーキ電流
指令作成処理部３２がブレーキ指令を作成する時、機種情報データベース（ＤＢ）３３よ
りブレーキの種類によって異なる調整パラメータを入手する。この調整パラメータとは具
体的には、磁束の変化を待つために一定値電流を上昇させた後一定時間電流指令値の上昇
を停止させる時間が挙げられる。電流指令の変化からに対して、ブレーキトルクを変化さ
せる磁束の変化には遅れが生じるため、それを考慮し、磁束の変化を待つために一定値電
流を上昇させた後一定時間電流指令値の上昇を停止させる時間を設ける。この電流指令値
の変化と磁束変化の遅れはブレーキの構造や大きさによって異なるため、機種情報データ
ベース（ＤＢ）からこの情報を入手する。
【００２１】
　図３は、ブレーキ電流指令作成処理部３２が作成するブレーキ電流指令ｉ＊とソレノイ
ドコイルに流れるブレーキ電流ｉ、ブレーキパッドとシーブの間に働くブレーキトルクＴ
、およびかご速度の関係を横軸時間として図示したものである。また、説明の便宜上、時
間軸を（ａ）から（ｄ）の４区間に分割している。以下、基本の動作方法について、区間
（ａ）から順に説明する。
【００２２】
　区間（ａ）は、ブレーキ電流指令ｉ＊は零の状態であり、ブレーキトルクＴはシーブを
拘束するのに十分なトルクが出ている状態であり、かご速度は零となっている。
【００２３】
　区間（ｂ）は、ブレーキ電流指令ｉ＊を階段状に増加している状態であり、それに伴い
ソレノイドコイルに流れるブレーキ電流ｉも増加している。ここで、ブレーキ電流指令ｉ
＊（またはブレーキ電流ｉ）を増加する目的は、ブレーキ電流ｉを増加させることでブレ
ーキの制動力であるブレーキトルクＴを弱め、かごとつり合い錘のアンバランスから生じ
るトルクと、ブレーキの制動力を平衡状態にすることにある。区間（ｂ）では、ブレーキ
電流ｉの増加に伴い、ソレノイドコイルに電磁力が発生し、ブレーキトルクＴが弱められ
る動作となるが、この状態ではブレーキトルクＴがかごとつり合い錘のアンバランスから
生じるトルクより大きい状態であるため、かごは動かずかご速度Ｖは零のままとなってい
る。また、この時に指令を階段状にしていることは、ブレーキの応答性を考慮したものと
なっているためである。通常、ブレーキ１０２のようなアクチュエータは鉄芯とコイルで
構成されるが、鉄芯の透磁率が低いため、電流の変化に対して磁束の変化が遅く、結果と
して電流指令に対して遅れてアクチュエータであるブレーキ１０２が開く方向へ作動する
。このため、図３の区間（ｂ）のように磁束の変化を待つために一定値電流を上昇させた
後一定時間電流の上昇を停止させる。この電流の上昇を停止させる時間は、電流の変化に
対する磁束変化の遅れ時間と同程度かそれ以上である。これにより、電流指令に追従しや
すくすることが可能となる。
【００２４】
　逆に、電流指令を階段状にせず一定の傾きで与えた場合には、電流指令の変化に対し磁
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束変化の応答遅れが大きいため、アクチュエータの動作が電流指令に追従できず、電流指
令よりも遅れて作動することになる。このように作動すると、かごが動き出したタイミン
グでは、電流指令は更に大きな値を印加している状態となり、結果としてさらにブレーキ
が開き急激な加速が発生する可能性が生じる。
【００２５】
　区間（ｃ）は、ブレーキ電流指令ｉ＊を上昇させ、かごが移動し、かご速度Vを検出す
るまでのタイミングである。前述したように電流指令の変化に対し磁束変化の応答遅れが
存在するため、この区間（ｃ）のようにブレーキトルクＴが変化し、かご速度Ｖを検出す
るまでの時間が存在する。
【００２６】
　区間（ｄ）はかご速度Ｖを検出したタイミングで、ブレーキ電流指令ｉ＊を固定した状
態を示している。かご速度Ｖを検出したということは、ブレーキトルクＴがかごとつり合
い錘のアンバランスから生じるトルクよりも小さくなった状態を示している。この時にブ
レーキ電流指令を固定にすることで、ブレーキの制動力であるブレーキトルクＴとかごと
つり合い錘のアンバランスから生じるトルクの差分により、かごが加速する状態をつくる
ことができる。また、ブレーキを完全に開放した状態よりも、小さい加速度でかごを増速
させることができる。
【００２７】
　区間（ｅ）は、検出したかご速度Ｖに応じて、ブレーキ電流指令を方形波のように単位
時間当たりの変化量を大きくすることなく、連続的に変化させることで、ブレーキの制動
力であるブレーキトルクＴを連続的に制御し、かごを一定速度に制御している状態を示し
ている。従来のブレーキを開閉させてかご速度を制御する方法は、ブレーキトルクが方形
波として繰り返し印加され、単位時間当たりのブレーキトルクＴの変化量が大きくなり、
結果かごの単位時間当たりの速度変化も大きくなり、かごに振動が発生する。これに対し
本実施例の方法ではブレーキ電流を連続的に制御しブレーキトルクＴを連続的に変化させ
るため、ブレーキトルクＴの変化量が小さくなり、かごの振動を小さくすることが可能と
なる。
【００２８】
　図４は、図３のうち区間（ｄ）にて減速し、かごを一度停止させてから再度区間（ａ）
へと繰り返す運転方法を示したものである。本実施例の特徴は、ブレーキ電流に応じてブ
レーキトルクを変化させるため、定速運転だけでなく、このように１回毎に停止してから
再度運転を繰り返してもよい。このように動作させることのメリットは、連続して走行し
たときのブレーキパッドへの影響を考慮しなくてよいことにある。図３のように、定速で
運転することを長行程のエレベーターに適用した場合には、ブレーキパッドは定速走行中
に連続して摩耗することになる。特に、長時間の走行はブレーキパッド部の温度の上昇も
懸念されるため、摩擦特性が変化して制動を確保できなくなる可能性がある。このため、
１運転一度停止させ完結させることで、ブレーキパッド部の温度上昇を抑制し、ブレーキ
の制動力を確保したまま、本運転を継続させることが可能になる。
【００２９】
　なお図３と図４の処理をあわせて数回ブレーキ開放した場合に一度停止させる制御を行
っても良い。図５は、ブレーキ電流指令作成処理部３２が実行する処理のフローチャート
を示す。ステップＳ１０１では、ブレーキ電流指令作成処理部３２は救出運転開始処理部
３０より出力された救出運転開始指令のＯＮ（開始）／ＯＦＦ（停止）を判断する。救出
運転開始指令がＯＦＦであった場合には、処理を終了する。救出運転開始指令がＯＮであ
った場合には、ステップＳ１０２へ移行する。救出運転開始指令がＯＮとなる条件は、か
ご内に乗客が閉じ込められ、かつモータなどがなんらかの異常により駆動できない場合な
どに通常は設定される。なお、この時の動作条件として、ブレーキが正常動作することも
必要となる。救出運転開始指令がＯＦＦとなる条件は、平常運転中、あるいは救出運転を
実施中に、最寄階の戸開可能位置に到達したときに設定される。
【００３０】
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　ステップＳ１０２は、ブレーキ電流指令作成処理部３２はかご速度Ｖが零であるかどう
かを判定する。かご速度Ｖが零であった場合には、ブレーキによりかごは停止状態にある
ので、ステップＳ１０３へ進み、ブレーキ電流ｉを増加させることでブレーキの制動力で
あるブレーキトルクＴを弱め、かごとつり合い錘のアンバランスから生じるトルクと、ブ
レーキの制動力を平衡状態にするために、ブレーキ電流指令ｉ＊を増加させる。更に、所
定時間待機することでブレーキの応答遅れによる部分の影響をなくすようにする。所定時
間待機後はステップＳ１０１に戻る。かご速度Ｖが零でない場合にはステップＳ１０４へ
進む。なお、ブレーキ電流指令ｉ＊を増加させる値は、ブレーキを制御する分解能に応じ
て決定する。　ステップＳ１０４は、ブレーキ電流指令ｉ＊を固定する。かご速度が０で
ない状況にてブレーキ電流指令ｉ＊を固定することで、ブレーキを完全に開放することな
く、ブレーキパッドとシーブが摩擦しながら動く滑り状態を確保することができる。
【００３１】
　ステップＳ１０５は、かご速度Ｖが目標かご速度Ｖ＊より大きいかどうかを判定する。
なお目標かご速度Ｖ＊は、通常保守運転速度やそれより低い速度で設定するが、定格速度
に設定してもよい。かご速度Ｖが目標かご速度Ｖ＊より大きい場合、かごをブレーキトル
クにより減速させるため、電流指令を連続的に減少させる（ステップＳ１０６）。
【００３２】
　ステップＳ１０６は、かご速度Ｖが目標かご速度Ｖ＊より小さいかどうかを判定する。
かご速度Ｖが目標かご速度Ｖ＊より小さい場合、ブレーキトルクを小さくしてかごを増速
させるため、電流指令を連続的に増加させる。
【００３３】
　以上の構成によれば、乗りかごが停止した状態から、コントローラがブレーキへ制動力
を変化させる指令を送信し、移動検出手段により乗りかごの移動を検出した場合、コント
ローラがブレーキの制動力を制御する。このようにすることで、ブレーキが作動し乗りか
ごを保持している状態から、ブレーキの制動力を変化させ、ブレーキの制動力が、乗りか
ごとつり合い錘のアンバランスから生じるトルクより小さくなったときに乗りかごが移動
を開始する。また、乗りかごが移動を開始した後に、更にブレーキの制動力を制御するこ
とで、乗りかごを低速かつ低振動で移動させることが可能となる。
【００３４】
　本実施例では図２ように機種情報データベース（ＤＢ）を用いて、磁束の変化を待つた
めに一定値電流を上昇させた後一定時間電流指令値の上昇を停止させる時間を参照したが
、これを設けず、ブレーキの種類のうち最も応答が遅いものに合わせて固定値としてもよ
い。ブレーキにはドラム型、内包型、シュー型など様々な種類があり、ブレーキの種類に
応じて応答性が異なる。このため、特許文献１に開示された技術でブレーキの断続的な開
放により移動させる場合、ブレーキを開閉するための最小の時間がブレーキの種類によっ
て異なるので、別途制御の調整が必要になる。レーキの種類のうち最も応答が遅いものに
合わせて固定値とすれば、ブレーキの種類に依存せずに、ブレーキの開放による救出運転
を行う事が出来る。
【００３５】
　特許文献１に開示されるような従来の救出運転の技術は、ブレーキの断続的な開放によ
り最寄階まで移動するものであるため、ブレーキの断続的な開放に伴う制動力の印加によ
り乗りかご内に振動が発生する。特に、ブレーキの機構部分やブレーキに印加する電圧を
遮断するリレーの応答速度が遅い場合、乗りかごとつり合い錘のアンバランスにより増速
した状態を制動しなければならないため、乗りかごに発生する振動が大きくなるだけでな
く、乗りかごの速度を一定に保つことが難しくなる。更には、長行程のエレベーターでは
、乗りかご、つり合い錘、シーブ、ロープの質量が増加するため、機械系の共振点が低周
波数側へシフトする。低周波数の振動は、高周波数の振動と比較して機械構造で減衰しに
くいため、乗客が体感する乗り心地は悪化することが知られている。とりわけ、始動時に
ブレーキに電圧を印加する場合、そのままブレーキを開放するための電圧を印加すると、
ブレーキが開くことで増速するだけでなく、始動時に加速度変化による衝撃が発生する。
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また、始動時の電圧を線形に変化させることで、かごのはかり装置によるアンバランスを
検知することなく始動できることが特許文献１に示されているが、ブレーキに使用される
コイルの応答性が低い場合、ブレーキが開き始めてかごが移動するときには、電圧指令が
ブレーキを十分に開くことのできる値に達してしまうため、かごの急激な増速を発生させ
てしまう可能性がある。特に、ブレーキのようなコイルと鉄芯で構成されるアクチュエー
タでは、鉄芯の透磁率が低いため、電流の変化に対して磁束の変化の応答性が低く、この
ような可能性が生じる。
【符号の説明】
【００３６】
１　安全コントローラ
２　エレベーター制御部
４　秤センサ
５　位置センサ
７　かごの位置・速度・加速度を検出するための手段
２０　制動力制御部

【図１】 【図２】
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【図５】
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